
 

 

第１４ 技術管理 

公共工事の品質確保等に関する取組の推進 

(1)設計 

①技術活用検討委員会 

社会資本の整備にあたっては、コスト縮減、安全安心の確保、環境保全対策等の建設分野

を取り巻く諸課題に対応していく必要があることから、民間等で開発された有用な技術等を

選定するとともに、重要構造物の工種・工法の選択決定、計画条件や設計書の審査の充実を

図るため、技術活用検討委員会を設置しています。 

②設計ＶＥ 

建 設 工 事 の 品 質 確 保 を 図 り つ つ 建 設 費 を よ り 一 層 低 減 す る た め 、 設 計 段 階 に Ｖ Ｅ    

（バリューエンジニアリング）を実施しています。 

(2)積算 

公共工事の価格を算出するために行う積算作業は、国土交通省が策定した積算基準に基づい

て実施しています。なお、工事費の算出にあたっては、令和元年６月に改正された「公共工事

の品質確保の促進に関する法律」を踏まえ、市場における労務、資材、機材の取引価格を適正

に反映しています。 

(3)入札・契約 

①総合評価方式 

県民生活及び経済活動の基盤となる社会資本の良質な整備を実施するため、価格と品質が

総合的に優れた内容の契約がなされるよう、総合評価方式を推進しています。 

また、市町村が実施する総合評価方式の支援として、県が実施する学識経験者への    

意見聴取の場を提供しています。 

②適切な設計変更 

設計変更の手続きを明確化し、業務の円滑化及び適正化を図るため、「土木工事請負契約に

おける設計変更等ガイドライン」及び「土木設計業務等変更ガイドライン」を制定していま

す。 

(4)施工管理 

①建設工事等検査 

工事実施状況や工事目的物の出来形・品質を確認し評価するため、千葉県建設工事検査要

綱等に基づき、建設工事及び委託設計業務の検査を行っています。 

②建設工事安全対策 

県が発注する建設工事の安全対策を推進するため、「建設工事安全対策委員会」を設置し、

設計時の安全審査、施工条件の検討、工事施工中の安全点検等、建設工事における安全確保

に関する施策を実施しています。 

③電子納品 

県土整備部では、災害復旧事業等の一部の例外を除き、全ての工事、業務に対して    

効率化、ペーパーレス、省スペース化を目的に電子納品を実施しています。 
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循環型社会の構築 

(1)建設副産物対策 

循環型社会を構築するため、建設工事に伴って発生するアスファルト・コンクリート塊など

の建設副産物や建設発生土について、国土交通省が策定した「建設リサイクル推進計画」に  

基づき、再資源化や適正処理などの対策を進めています。  

（具体的な取り組み） 

 ①建設廃棄物の発生抑制 

 ②建設リサイクル法に基づく分別解体の徹底 

 ③建設廃棄物の再資源化・縮減 

 ④建設廃棄物の適正処理 

 ⑤再使用・再生資材の利用促進 

 ⑥公共工事土量調査及び建設副産物実態調査の実施 

 

(2)建設リサイクル 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）では、解体工事業を

営もうとする者は工事区域を管轄する知事の登録を受けることが義務付けられています。 

また、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、     

アスファルト・コンクリート）を用いた建築物や工作物の解体工事、新築工事等で一定規模  

以上のものは、事前の届出や工事現場での分別解体、廃棄物の再資源化が義務付けられて   

います。 

県では、解体工事業者の登録や対象建設工事の事前届出等に関する事務を行うとともに、  

工事現場へのパトロールを実施し、法の実効性の確保に努めています。 

新技術の活用等 

県では、民間が開発した新技術の活用に向けて、

新技術発表会等を通じて、情報の提供を行って 

います。 

特に、県内企業が開発した新技術については、

「ちば千産技術」として、発表会、展示会及び   

ホームページへの掲載等により、広く情報発信 

しています。 

生産性向上・担い手確保 

(1)インフラ分野のＤＸの推進 

社会経済状況の激しい変化に対応し、データと

デジタル技術を活用して、県民のニーズを基に社会資本や公共サービスを変革すると共に、  

業務そのものや、組織、プロセス、建設業などの働き方を変革し、インフラへの県民理解を   

促進すると共に、安全・安心で豊かな生活を実現すべく、インフラ分野の DX の推進に努めて

おり、202２年６月に「千葉県県土整備部インフラ DX 検討会議」を設置し、ICT 活用工事を

始め、BIM/CIM 活用、３次元測量等の各種施策に取り組んでいます。 

 

ちば千産技術展示会 

解体工事現場へのパトロール 
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なお、ICT 活用工事は、建設現場の生産性向上に   

向けて、調査・測量、設計、施工等のあらゆる建設    

生産プロセスにおいて ICT を活用するものであり、  

現在「ICT 土工」を始め９工種を適用対象として 

ＩＣＴの全面的な活用を促進しています。 

 

 

 

 

 

 

(2)職場環境の改善 

 ①週休２日制適用工事 

公共工事の品質確保や担い手の中長期的育成・確保のため、 

建設業に若手が入職しやすい環境を整える取組として、平成 

２７年度から工事現場の週休２日制適用工事を試行して 

います。令和４年４月からは、対象工事の全てを発注者指定型

とし、同年１０月からは、当初予定価格の積算において、予め

４週８休達成相当の経費増額分を見込むこととしました。  

また、対象工事を拡大するとともに、技術者及び技能労働者が

交代しながら４週８休以上の休日確保に取り組む週休２日 

交替制工事を導入し、取組の更なる普及促進に努めています。 

 ②快適トイレ 

建設業における将来の担い手確保に向けた取組として、平成 

２９年度から工事に携わる男女ともに快適に使用できる 

仮設トイレ（快適トイレ）の普及促進に取り組んでいます。 

 

土木技術職員研修の実施 

(1)土木技術職員研修 

建設行政は、社会情勢の変化と住民の多様化するニーズに的確に対応することが求められて

います。 

このような情勢の中で、土木技術職員が職務に必要な知識を習得するための各種研修等を   

実施しています。 

特に、若手職員については、“即戦力”として活躍が求められていることから、採用後、３年

間で必要な知識、知見、技術が習得できるよう努めています。 

 

(2)職場学習ガイドライン 

「職員は仕事を通じて成長する」といわれるように、職場での日常の仕事を通じて行われる

『職場学習』は、人材育成の基本となります。 

『職場学習』は、職場で仕事を通じて指導するため、必要な指導を効果的に実施でき、    

その結果が直接業務遂行能力の向上に結び付くことから、大変有効です。 

そこで、「職場学習の目的」から、「組織体制」、「役割分担」、「職場学習の進め方」、      

「運用・事例」等を取りまとめ、職場学習ガイドラインを作成し、職場学習を積極的・計画的

に実施しています。 

ＩＣＴ活用工事 

快適トイレ 
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